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「居宅介護支援」重要事項説明書 

 

 

 利用者に提供する指定居宅介護支援サービスについて、次のとおり説明いたします。 

不明な点、わかりにくい点がありましたら、遠慮なく質問をしてください。 

 

 

１．事業者の概要 

（１）法人 

  ①法 人 の 名 称  社会医療法人 輝城会 

  ②法 人 所 在 地  〒378-0014 群馬県沼田市栄町８番地 

  ③電 話 番 号  ０２７８－２２－５０５２ 

  ④代 表 者 氏 名  理事長  西松 輝高 

  ⑤設 立 年 月 日  昭和６１年 ４月 １日 

（２）事業所 

  ①事業所の名称  訪問看護ステーションまつかぜ 

  ②サービスの種類  居宅介護支援  （事業所番号 １０６０６９００２９） 

  ③指 定 年 月 日  令和 ５年 ２月 １日指定 

  ④事業所の所在地  〒379-1203 群馬県利根郡昭和村糸井 1223 番地 

  ⑤電 話 番 号  ０２７８－２５－４４０１ （ＦＡＸ番号：0278-60-1663） 

  ⑥管理者の氏名  鈴木 博美 

  ⑦通常の事業の実施地域 

     沼田市、昭和村、川場村、片品村、みなかみ町、高山村、渋川市（旧子持村 

     ・旧赤城村） 

  ⑧事 業 の 目 的 

    ・要介護状態にある高齢者に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的     

とします。 

  ⑨運 営 の 方 針 

    ・利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常      

生活を営むことができるよう配慮します。 

    ・利用者の心身の状況や環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健      

医療・福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよ

う配慮します。 

    ・利用者の意思及び人格を尊重し、提供される介護サービスが、特定の種類や      

事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。 

    ・関係市町村、地域包括支援センター等との連携に努めます。 

  ⑩営 業 日  月～土曜日（但し、12 月 30 日～1 月 3 日までを除く） 

  ⑪営 業 時 間  午前８時３０分～午後５時３０分 

  ⑫職 員 体 制 管理者     常勤１名（介護支援専門員と兼務） 

                介護支援専門員  常勤 7 名                    
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２．提供するサービスの概要 （次の事項を介護支援専門員に担当させます） 

（１）居宅サービス計画（ケアプラン）の作成 

    ①利用者宅への訪問、利用者及びその家族との面接により、利用者の置かれている    

立場、環境の十分な理解と解決すべき課題の把握（アセスメント）に努めます。 

  ②必要と思われる居宅サービスの選択にあたっては、自宅周辺地域の居宅サービス    

事業者等に関する情報を利用者又はその家族に提供いたします。 

    ③必要に応じて、主治医やサービス担当者等に専門的な意見を求めます。 

    ④居宅サービス計画の原案を作成し、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、    

その種類、内容、利用料等を説明し、同意を得た上で決定します。 

  ⑤居宅サービス計画の原案作成に際し、複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を 

求めることができます。 

  ⑥利用者は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者の選定理由説 

明を求めることができます。 

⑥ケアマネジメントの公正中立の確保を図る観点から前６ヶ月間に作成したケアプ

ランにおける「訪問介護」「通所介護」「地域密着型通所介護」「福祉用具貸与」

の各サービスの利用割合や同一事業所によって提供されたものの割合について説

明を行うとともに、介護サービス情報公表制度において公表します。 

⑦必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス（インフォーマルサ 

ービスを含む）が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成します。 

（２）サービス実施状況の把握、評価 

  ①居宅サービス計画の実施状況の把握（モニタリング）を行い、必要に応じて居宅    

サービス計画の変更、居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を    

行います。 

  ②上記の把握にあたっては、利用者及びその家族との連絡を継続的に行い、少なく    

とも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接します。 

    ③利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、

又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設へ

の紹介や施設に関する情報を提供いたします。 

（３）居宅サービス計画の変更 

  ・居宅サービス計画の変更の必要性が認められた場合、または利用者が変更を希望    

した場合は、上記（１）の手順に従って、居宅サービス計画を変更いたします。 

（４）要介護認定等の申請に係る援助 

  ①利用者の要介護認定等の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑    

に行われるよう、利用者の意思を踏まえて、必要な協力を行います。 

  ②利用者が希望される場合は、要介護認定等の申請を代行いたします。 
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３．利用料、その他の費用の額 

   指定居宅介護支援を提供した際の利用料金の額は、厚生労働大臣が定める基準に   

よるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用者   

の自己負担はありません。 

   ただし、保険料の滞納等により法定代理受領できない場合は、一旦、１ヶ月あた   

りの料金をお支払いいただきます。 

   その場合、事業者は指定居宅介護支援提供証明書を発行いたしますので、後日、   

所在市町村窓口にその証明書を提出すると払い戻しを受けることができます。 

（１）居宅介護支援の利用料 

 【基本利用料】】 

区 分 

（介護支援専門員１人あたりの取扱件数） 

利用料（１ヶ月あたり） 

要介護１・２ 要介護３～５ 

 居宅介護支援費（Ⅰⅰ） 45 件未満の部分  10,860 円  14,110 円 

 居宅介護支援費（Ⅰⅱ） 45 件以上 60 人未満の部分  5,440 円  7,040 円 

 居宅介護支援費（Ⅰⅲ） 60 件以上の部分  3,260 円  4,220 円 

 【加算】要件を満たす場合のみ、上記の基本利用料に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件 加算額 

初回加算
 新規または要介護状態区分が２区分以上変更され

た利用者に対し居宅介護支援を提供した場合 

  3,000 円 

（１月につき） 

入院時情報連携 

加算（Ⅰ） 

入院にあたって、入院当日に医療機関等へ必要な

情報を提供した場合 

 2,500 円 

（１月につき） 

入院時情報連携 

加算（Ⅱ） 

入院にあたって、３日以内医療機関等へ必要な情

報を提供した場合 

 2,000 円 

（１月につき） 

通院時情報連携 

加算 

医師の診察を受ける際に同席し、利用者の心身の

状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師

等から利用者に関する必要な情報提供を受けた場

合 

500 円 

（1月につき） 

 

退院・退所加算
 

 

病院等からの退院・退所にあたって病院等の職員と面談を行い、

必要な情報提供を受けた上で居宅サービス計画を作成し、居宅サ

ービス等の利用調整を行った場合 

 カンファレンス参加 無 カンファレンス参加 有 

連携１回 4,500 円 6,000 円 

連携 2 回 6,000 円 7,500 円 

連携 3 回 なし 9,000 円 

ターミナルケアマ

ネジメント加算 

ターミナル期に頻回に利用者の状態変化の把握等

を行い、主治医や居宅サービス事業者へ情報提供

を行う等、一定要件を満たした場合 

 4,000 円 

（１月につき） 
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特定事業所加算

（Ⅰ）
 

主任介護支援専門員 2 名以上を配置し、質の高い

ケアマネジメントを実施できる体制を整える等、

一定の要件を全て満たした場合 

5,190 円
 

（１月につき）
 

特定事業所加算

（Ⅱ）
 

主任介護支援専門員 1 名以上・常勤専従 3 名以上

配置し、上記加算（Ⅰ）の要件の一部を満たした

場合 

4,210 円
 

（１月につき）
 

特定事業所加算 

（Ⅲ） 

主任介護支援専門員 1 名以上・常勤専従 2 名以

上配置し、上記加算（Ⅰ）の要件の一部を満た

した場合 

3,230 円 

（１月につき） 

特定事業所医療介 

護連携加算 

特定事業所加算(Ⅰ)～(Ⅲ)のいずれかを取得

し、かつ、退院・退所加算の算定に係る医療機

関等との連携を年間35回以上行うとともに、タ

ーミナルケアマネジメント加算を年間５回以上

算定している 

1,250 円 

（１月につき） 

業務継続計画未実

施減算 

以下の基準に適合していない場合 

① 感染症や非常災害の発生時において、利用者 

に対するサービスの提供を継続的に実施する 

ための、および非常時の体制で早期の業務再 

開を図るための計画（業務継続計画）の策定 

② 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる 

所定単位数の

100 分の 1 に

相当する単位

数を減算 

※令和 7 年 3

月 31 日まで

の間、減算を

適用しない 

高齢者虐待防止 

措置未実施減算 

利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進

する観点から、全ての介護サービス事業者（居

宅療養管理指導及び特定福祉用具販売を除く）

について、虐待の発生又はその再発を防止する

ための措置（虐待の発生又はその再発を防止す

るための委員会の開催、指針の整備、研修の実

施、担当者を定めること）が講じられていない

場合に、基本報酬を減算する 

所定単位数の

100 分の 1 に

相当する単位

数を減算 

※ 上記利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、改定された場合は、これら

利用料も自動的に改訂されます。 

（２）交通費 

   通常の事業の実施地域以外にお住まいの方は、サービスの提供（訪問）に際し、   

要した交通費の実費をご負担していただきます。 

   なお、自動車を使用した場合は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道   

１キロメートルあたり５０円を請求いたします。 

 

４．サービスの利用にあたっての留意事項 

（１）当事業所及び職員に対するお心付けは、一切お断りさせていただいております。 
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（２）居宅介護支援の提供にあたって 

  ①居宅介護支援の提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険    

者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間等）を確認させていただき    

ます。 

  ②利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかにそ    

の申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、    

遅くとも利用者が受けている認定の有効期間が終了する３０日前にはなされるよ   

う、必要な援助を行います。 
 

（３）介護支援専門員の交替 

  ①事業者からの介護支援専門員の交替 

   事業所の都合により、介護支援専門員を交替する場合は、事前に連絡をし、     

利用者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮いたします。 

  ②利用者等からの交替の申し出 

   担当介護支援専門員の交替を希望される場合には、当事業所の相談窓口まで     

お申し出下さい。ただし、特定の介護支援専門員の指名には応じられない場合   

がございます。 
 
（４）要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合（特例） 

   要介護認定申請後、認定結果がでるまでの間、居宅サービスの利用を希望される  

場合は、暫定的な居宅サービス計画を作成することになります。認定結果が確定し  

ないため、以下の点にご注意いただく必要があります。 

① 要介護認定の結果、自立（非該当）となる等介護保険給付の対象外となった場合    

には、6,500 円の実費をご負担いただきます。また、認定前にご利用された他の

居宅サービスに関する利用料も、原則としてご利用者に実費をご負担いただくこ

ととなります。 

② 要介護認定の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、認定後の区分支給限    

度額を上回った場合には、保険給付とならないサービスが生じる可能性がありま    

す。この場合、保険給付されないサービスにかかる費用は利用者においてご負担 

    いただくこととなります。 

（５）体調や容態の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り 

早めに担当の介護支援専門員又はサービス事業所の担当者へご連絡ください。 

 

５．秘密保持等について 

（１）利用者及びその家族に関する秘密保持について 

  ①事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生    

労働省策定の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための    

ガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。 

  ②事業者及び事業者の使用する者（以下「従事者」という。）は、サービス提供を    

する上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らし    

ません。また、この秘密を保持する義務は、サービスが終了した後においても継    
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続します。 

  ③事業者は、従事者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるた    

め、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持す 

   るべき旨を、従事者との雇用契約の内容とします。 
 

（２）個人情報の保護について 

  ①事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等にお    

いて、利用者及びその家族の個人情報を用いません。 

  ②事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるも    

のの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、    

また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

  ③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示するこ    

ととし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞な    

く調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。 

   （開示に際しては複写物などが必要な場合は利用者の負担となります。） 

 

６．事故発生時の対応について 

   利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、利用者の

家族、市町村等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

   また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した   

場合は、誠意をもって速やかに対応いたします。 

 

７．虐待防止への取り組み 

 （１）事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の措置を講じるよう努

めます。 

①事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとします）を定期的に開催するとともに、その結果につい

て、介護支援専門員に周知徹底を図ります。 

②事業所における虐待防止のための指針を整備します。 

③介護支援専門員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

④ 虐待防止の措置を講じるための担当者を置きます。 

（２）事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高

齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、

速やかに、これを市町村に通報するものとします。 

 

８．権利擁護に関する措置 

職場におけるハラスメント対策のための方針の明確化等の必要な措置を講じます。 

 

９．感染症の予防及びまん延防止のための措置 

 事業所は、感染症が発生し、またはまん延しないように、次の措置を講じるよう努めま

す。 
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① 事業所における感染症の予防およびまん延防止のための対策を検討する委員会

（テレビ電話装置等を活用して行ことができるものとします）を定期的に開催しま

す。 

② 事業所における感染症の予防およびまん延防止のための指針を整備します。 

③ 介護支援専門員に対し、感染症の予防およびまん延防止のための研修および訓練

を定期的に実施します。 

 

１０．業務継続計画の策定 

  事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援事

業の提供を継続的に実施するためおよび非常時の体制での早期業務再開を図るため

の計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

また、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修

および訓練を定期的に実施するよう努めます。 

定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行いま

す。 

 

１１．サービスに関する相談、苦情について 

（１）当事業所における苦情や相談の窓口 

   提供したサービス又は計画に位置付けた居宅サービス等に関する利用者及びその   

家族からの相談・苦情を受け付ける窓口は以下のとおりです。 

    窓口担当   鈴木 博美 （管理者） 

    電話番号   ０２７８－２５－４４０１ 

    受付時間   原則、営業時間内（月～土曜日の８：３０～１７：３０） 

           ただし、緊急を要する場合は２４時間対応いたします。 

（２）その他の機関の苦情相談窓口 

  【昭和村 保健福祉課 福祉係（事業所の所在する市町村窓口）】 

    電話番号    ０２７８ － ２４ － ５１１１  

  （※その他の市町村は次頁の苦情相談窓口一覧を参照して下さい） 
 
  【群馬県国民健康保険団体連合会 介護保険課】 

    電話番号   ０２７－２９０－１３２３ 

    受付時間   ９：００～１７：００まで（土・日、祝日を除く） 

 

各市町村の苦情、相談窓口一覧 

 

●沼田市：沼田市役所 介護高齢課 介護保険係 

（電話）0278-（23）-2111 （祝日を除く月曜日～金曜日） 

 

●川場村：川場村役場 健康福祉課福祉係 

（電話）0278-（52）-2111 （祝日を除く月曜日～金曜日） 
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●片品村：片品村役場 保健福祉課医療係 

（電話）0278-（58）-2115 （祝日を除く月曜日～金曜日） 

 

●みなかみ町：みなかみ町町民福祉課高齢介護係 

（電話）0278-（25）-5012 （祝日を除く月曜日～金曜日） 

 

●渋川市：渋川市役所介護保険課介護認定係 

（電話）0279-（22）-2116 （祝日を除く月曜日～金曜日） 

 

●高山村：高山村役場住民課 

（電話）0279-（63）-2111 （祝日を除く月曜日～金曜日） 

 

 

令和   年   月   日  

 

 指定居宅介護支援の提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。 
 

  【事 業 者】 

    ＜法   人＞ 住 所  群馬県沼田市栄町８番地 

             名 称  社会医療法人 輝城会 

            代表者  理事長  西松 輝高 
 
    ＜事 業 所＞ 住 所  群馬県利根郡昭和村糸井１２２３番地 

            名 称  訪問看護ステーションまつかぜ 

            代表者  管理者  鈴木 博美      印 
 

 説明者                  印 
 

 私は、事業者から上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 
 
  【利 用 者】        

    ＜本   人＞ 住 所 
 
            氏 名                  印 

 

    ＜代 筆 者＞ 住 所 
 
            氏 名                  印 

 

           （利用者との関係：          ） 

 

    ＜家族代表者＞ 住 所 
 
            氏 名                  印 
 
           （利用者との関係：          ） 


